
改 正 後 改 正 前

譲渡による収入金額が同号の土地建物等の取得価額を超える場合の当該超

える金額をいう。）があるときは、当該交換差金等の額を交換等したそれ

ぞれの資産の交換等の時の価額（契約等によりそれぞれの資産の交換等に

よる収入金額が明らかであり、かつ、その額が適正であると認められる場

合には、そのそれぞれの収入金額）の比によりあん分して計算した金額を

それぞれの資産に係る交換差金等とする。

（相続人が譲受け土地建物等を取得した場合） （新 設）

３７の９の２－７ 措置法第３７条の９の２第１項第２号に規定する譲渡をした

個人が、民間都市開発推進機構から認定事業用地の区域以外の地域内にあ

る土地建物等を取得する前に死亡した場合であっても、その相続人が当該

譲渡の日の属する年の翌年１２月３１日までに、当該死亡した個人が締結した

３７の９の２－５に定める方式による契約に従って、当該土地建物等を取得

したときは、その死亡した者の当該譲渡につき同項の規定を適用すること

ができるものとする。

（他の課税の特例に関する取扱いの準用） （新 設）

３７の９の２－８ ３３－４９、３４－３、３７－２、３７の３－３の取扱いは、措置法

第３７条の９の２第１項の規定を適用する場合について準用する。

措置法第３９条 （（相続財産に係る譲渡 措置法第３９条 （（相続財産に係る譲渡

所得の課税の特例）） 関係 所得の課税の特例）） 関係

（換地処分等により取得した資産を譲渡した場合） （換地処分等により取得した資産を譲渡した場合）

３９－３ ・・・・・・緑資源公団法第１８条第１項第７号イ（（業務の範囲））の ３９－３ ・・・・・・農用地整備公団法第１９条第１項第１号イ（（業務の範

事業又は・・・・・・。 囲））の事業又は・・・・・・。
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